
　　　　消費税率引き上げに伴い、平成２６年４月１日（火）より増税分を転嫁した

　　　運賃に改定させて頂きますのでご了承お願い申し上げます。

消 費 増 税 後 の 運 賃 に つ い て

江若交通株式会社

・運賃へ消費増税分の転嫁について

現　行　運　賃 改　定　運　賃

１７０～５２０円区間 　　現行運賃に１０円の加算

５３０～８７０円区間 　　現行運賃に２０円の加算

８８０～９６０円区間 　　現行運賃に３０円の加算

９７０～９９０円区間 　　区間運賃を一律１０００円に変更

１０００円以上の区間 　　現行運賃に各５０円の加算

・回数乗車券について

　片道運賃と同額になります。

　運賃を据え置きますので今までと同じ金額でお買い求めいただけます。
　　例えば、現在片道１７０円区間の１ヶ月通勤定期券７,１４０円をお持ちの場合、改定後
　　１８０円に上がっても定期券運賃は７,１４０円でご購入頂けます。

　　例えば、現在片道１７０円区間を１７０円券でご乗車頂いている場合、改定後は１８０円
　　券をお買い求めください。
　　改定後、現在お持ちの回数乗車券に不足分の現金を足してご乗車いただく事も可能です。

・定期乗車券について（通勤・平日・通学・学期【全券種】）


